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　区医療保険年金課年金係にご相談ください。保険料の免除等は、原則として毎
年度申請が必要です。免除等の期間は、国民年金の受給資格に必要な期間に算入さ
れます。

　所得等が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するための制度です。
　老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で対象となる方には、元年9月以降、
日本年金機構から給付金の請求に必要な書類をお送りしています。
　まだ請求の手続きをしていない方は、お早めにお手続きください。
【問合せ】年金生活者支援給付金専用ダイヤル☎０５７０（０５）４０9２へ。

◆国民年金の資格の取得・喪失、保険料
の免除…区医療保険年金課年金係（本
庁舎４階）☎（５２７３）４５３２
◆国民年金の給付の申請…区医療保険
年金課年金係年金課年金係年 （本庁舎４（本庁舎４（本庁舎 階）☎（５２７３）４３３８
◆国民年金の納付・厚生年金の申請等
…新宿年金事務所（大久保２―１２―１）
☎（５２８５）８６１１
◆ねんきんダイヤル（一般の年金相談）
…☎０５７０（０５）１１６５

◆ねんきん加入者ダイヤル（国民年金
加入者向け）…☎０５７０（００３）００４
◆年金事務所来訪相談予約受付専用電
話…☎０５７０（０５）４８9０
◆東京都国民年金基金☎０１２０（６５）
４１9２（フリーダイヤル）・☎（６８０４）２２０２
◆日本年金機構ホームページ…
㋭http://www.nenkin.go.jp/
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加入者の３つの種別
●第1号被保険者…自営業などの方と配偶者、学生・アルバイトなどの方
●第２号被保険者…会社員・公務員（厚生年金の加入者）などの方
●第３号被保険者…第２号被保険者に扶養されている配偶者
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現在の状況 届け出が必要となるとき 届け出先 届け出後の種別
自営業・学生・
無職などの方 20歳になった 届け出は不要※ 第1号被保険者

第2号被保険者
の被扶養配偶者 20歳になった 配偶者の勤務先 第3号被保険者

第1号被保険者

区外から転入した
届け出は不要

第1号被保険者

区内で転居した

海外へ転出するが
国民年金を納めたい

▶国内に協力者になる
親族がいる方…区医療
保険年金課・特別出張所
▶国内に協力者になる
親族がいない方…新宿
年金事務所

海外から転入した 区医療保険年金課・特別
出張所

就職した 勤務先 第2号被保険者
第2号被保険者である配偶
者の扶養になった 配偶者の勤務先 第3号被保険者

第2号被保険者
退職した 区医療保険年金課・特別

出張所 第1号被保険者

第2号被保険者である配偶
者の扶養になった 配偶者の勤務先 第3号被保険者

第3号被保険者

就職した 勤務先 第2号被保険者
配偶者が退職した・配偶者
が65歳になった・扶養で
はなくなった

区医療保険年金課・特別
出張所 第1号被保険者

配偶者が転職した（配偶者
は第2号被保険者を継続） 配偶者の新しい勤務先 第3号被保険者

※20歳になる3か月前以降に海外から転入した方は区医療保険年金課・特別出張所に届け出が必要
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問合せ

日本に住所のある２０歳以上６０歳未満の方は、国民年金に加入する必要が
あります（外国籍の方や中・長期在留の留学生も含む）。国民年金に加入しな
かったり、保険料を未納のままにしていると、将来の「老齢基礎年金」や、万
一のときの「障害基礎年金」「遺族基礎年金」が支給されない場合がありま
す。所得が少ないなどで保険料の納付が難しい場合には、保険料の免除・猶
予の制度をご利用ください。
※新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、資格取得等の届け
出は郵送で手続きすることもできます。詳しくは、お問い合わせください。
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【老齢基礎年金】７８万1，７00円（満額の場合）
【障害基礎年金】▶1級…９７万７，125円、▶2級…７８万1，７00円
【遺族基礎年金】７８万1，７00円
【障害基礎年金・遺族基礎年金の子の加算額】▶第1子・第2子…22万
4，９00円、▶第3子以降…７5，000円

令和元年度（平成３１年度）に比べ、月額で１３０円引き上げられます。
【定額保険料】月額１６，５４０円
※付加保険料として月額４００円を上乗せして納付すると、老齢基礎年金
額を増やせます（増やせる金額は年額２００円×付加保険料納付月数）。

令和２年度の国民年金保険料

令和２年度の年金額（年額）

　国民年金の加入中等に初診日がある病気やけがで障害の状態になり、障害認
定日（初診日から１年６か月を経過した日またはその期間内に症状が固定した
日）に障害年金の１級または２級に該当した場合は、障害認定日から障害基礎年
金を受けることができます。障害基礎年金の受給申請について、詳しくは、区医
療保険年金課年金係へお問い合わせください。
※受給には、保険料を一定期間以上納めていることが必要なため、納め忘れにご
注意ください。
※２０歳前に初診日がある病気やけがで障害の状態になった方は、障害年金の１
級または２級に該当した場合、原則として２０歳から障害基礎年金が受給できま
す（本人に一定額以上の所得等がある場合は支給が制限されます）。
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●学生納付特例制度
対象校の学生で本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されま

す。学生納付特例の期間は老齢基礎年金の受給額には反映されません。
●免除（全額免除・一部免除）制度
▶本人だけでなく、配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付
が全額または一部免除になります。
▶退職（失業）した方は、特例免除制度を利用できます（配偶者・世帯主の所得が一
定額以上の場合は利用できません）。
※新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、失業、事業の廃止（廃業）または休
止の届け出をされている方もご相談ください。
●納付猶予制度
５０歳未満の方で世帯主の所得にかかわらず本人・配偶者の前年所得が一定額

以下の場合、保険料の納付が猶予されます。納付猶予の期間は老齢基礎年金の受
給額には反映されません。
◆上記◆上記◆ のいずれの制度も申請時点の２年１か月前の月分までさかのぼって申請できま
す。申請期間に対応する前年の所得で審査するため、承認されない場合もあります。
●産前産後期間の免除制度
　平成３１年２月１日以降に妊娠８５日以後で出産または出産予定の第１号被保険
者が対象です。出産（予定）日の前月から４か月間（多胎妊娠の場合は出産（予定）
日の３か月前から６か月間）が免除の対象です。産前産後免除期間として認めら
れた期間は老齢基礎年金等の受給額に反映されます。

国　民　年　金

多世代近居同居助成

区内で新たに近居または同居する子世帯
とその親世帯のうち、引っ越しをする世帯
に、初期費用（引っ越し代・礼金・仲介手数

料・不動産登記費用）の
一部（複数世帯は２０万
円、単身世帯は１０万円
を限度）を助成します。
※すでに近居の状態に
ある方は、新たに同居
する場合に限り助成の
対象になります。

多世代近居同居助成・
次世代育成転居助成を募集

親または子世帯と新たに近居・同居をお考えの方
子育て世帯で区内で住み替えをお考えの方へ

第１期募集期間は4月１日㈬～6月30日㈫

　いずれも住み替え先の住宅を契約する前に「予定登録申請」が必要です。申し
込み方法等詳しくは、お問い合わせください。
※第２期・第３期の募集は広報新宿後号でご案内します。
【問合せ】住宅課居住支援係（本庁舎７階）☎（５２７３）３５６７へ。

次世代育成転居助成

義務教育修了前のお子さんを
扶養し同居している子育て世帯
が、区内で民間賃貸住宅に住み替

える際の、転居
に伴う家賃の
上 昇 分（月額
３５,０００円 を 限
度・最長２年間）
と、引っ越し代
（１０万円を限度）
を助成します。

先着

各15世帯
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